
令和６年度 第１回士別市スポーツ推進審議会 議案

日時 令和６年12月16日（月）

午後６時30分

場所 士別市教育委員会会議室

１．会長挨拶

２．議案

第３期士別市スポーツ推進計画について

３．その他

（１）公共施設の統廃合と事務事業の見直し計画について

（２）学校部活動の地域移行について

（３）公共施設予約管理システム導入について

（４）日向スキー場の元旦休業の試行について
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１．第３期士別市スポーツ推進計画策定について

（１）計画策定に向けて

士別市スポーツ推進計画は、平成20（2008）年３月に、10年間を計画期間とする

「士別市スポーツ振興計画」として初めて策定され、市民スポーツの振興や「合宿の

里」づくりを目指した取り組みを推進してきました。

その後、平成30（2018）年度から８年間を計画期間とする「第２期スポーツ推進計

画」を策定し、心身ともに健康で、スポーツを愛し、親しむことのできる「市民皆ス

ポーツ」の実現に向けて、幅広い施策を展開しています。

現行計画は、令和７（2025）年度で計画期間の終了年度を迎えることから、これま

での進捗状況の評価と課題の整理を行い、国や北海道のスポーツ関連計画を踏まえ、

士別市の地域特性や市民ニーズを反映した「第３期士別市スポーツ推進計画」を策定

します。

（２）計画策定の根拠

士別市スポーツ推進計画は、スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第 10 条

第１項に基づき、国のスポーツ基本計画を参照しながら、地域の実情に応じたスポー

ツ推進に関する施策を定める計画です。

◆スポーツ基本法（平成23年法律第78号）※抜粋

（地方スポーツ推進計画）

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十

三条第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校

における体育に関する事務を除く。）を管理し，及び執行することとされた地

方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては，その長）は，

スポーツ基本計画を参酌して，その地方の実情に即したスポーツの推進に関す

る計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。

◆国の第３期「スポーツ基本計画」令和４(2022)年度）から令和８(2026)年度まで

の５年間

（３）計画の位置づけ

本計画は、士別市の最上位計画である「士別市まちづくり総合計画」のスポーツ

分野における個別計画として位置づけられるものです。
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（４）計画期間

新計画の期間は、現行計画終了後の令和８（2026）年度を初年度とし、令和16

（2034）年度までの８年間を計画期間とします。

また、中間年に施策の推進状況を検証し、見直しの必要性を検討します。

（５）計画策定の方法

計画の策定にあたっては、士別

市スポーツ推進審議会と（仮称）

策定検討会の二つの会議体で主に

協議します。

（６）士別市スポーツ推進計画策定の手順

計画書の公表

市議会に報告

意見の収集

パブリックコメントを募集

具体的施策の立案

分野ごとの施策を検討

基本方針の策定

基本理念の明確化 目標の設定

現状分析と課題整理

データの収集 分析・評価 課題の抽出

準備

計画策定の趣旨の確認 スケジュールの確認

スポーツ推進審議会

スポーツ推進計画に関する諮問を受けて、意見

を行う。

(仮称)策定検討会

素案を検討・調整し、素案をまとめる。

教育委員会(所管:合宿の里・スポーツ推進課)

スポーツ推進審議会に諮問し、素案の提示、進

行管理と全体調整を行う。

～令和７年 12 月まで

～令和８年３月まで
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（７）現状分析と課題整理《データ収集》
市民の運動・スポーツの実施状況やニーズ、スポーツに対する意識等を把握し、

計画策定の基礎資料とするため、「市民アンケート調査」を実施します。
●調査時期 令和７年３月末まで
●調査対象 ①一般(18歳以上)

②小学５年生、中学２年生、高校２年生
●アンケート項目（15～20の設問程度）

２．その他

（１）公共施設の統廃合及び事務事業の見直し計画について

①公共施設の最適化

●統合予定（４施設を２施設へ）

●廃止・休止予定

・天塩川テニスコート

・つくもスケート場

・つくもカーリング場

●施設のあり方を継続協議

・総合体育館

②令和８(2026)年度予算実施に向けての事務事業の見直し

●総合型スポーツクラブ推進補助事業

（２）学校部活動の地域移行について

国は令和5年度から、学校部活動を段階的に地域へ移行する方針を示していま

す。本市では、この方針を受け、令和５年３月に「士別市地域スポーツ・文化活

動検討協議会設立準備会」を設置し、今後の地域スポーツ・文化活動の方向性に

ついて関係者間で共通認識を深めてきました。

地域の子どもたちにとって望ましい活動環境を整え、本市のスポーツ・文化活

動を持続可能な形で展開するため、保護者、学校、スポーツ・文化団体、行政が

・日向スキー場
・あさひスキー場

日向スキー場

・南郷プール
・朝日プール

南郷プール
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連携した協議会を設立し、地域特性に適した仕組みづくりに取り組んでいきま

す。

●名称 （仮称）士別市児童生徒地域スポーツ・文化活動検討協議会

●設立日 令和６年12月20日（金）

●構成団体 士別市校長会、士別市教頭会、部活動コーディネーター、北海道

教職員組合士別支会、士別市ＰＴＡ連合会、士別市スポーツ協

会、朝日町スポーツ協会、士別市文化協会、士別市総合型地域ス

ポーツクラブ運営委員会、士別市社会福祉協議会、士別市スポー

ツ推進委員、士別市教育委員会

（３）公共施設予約管理システム導入について

現在、対面による紙申請により実施している公共施設の予約管理業務について、

利用希望者がインターネットを通じて、24時間いつでもどこでも、手軽に空き状況

の確認や予約、使用料決済を行える環境を構築し、公共施設予約に係る利便性や施

設管理業務効率の向上を実現します。

●利用者向けサービス

・空き状況の確認

・インターネットを通じた利用者

登録、利用予約、抽選申込み

・施設使用料のオンライン決済

●施設管理者向けサービス

・予約情報の管理

・利用実績管理

▼運用開始時期 予定：令和７年２月１日

▼対象施設 全スポーツ施設、学校開放体育館

（４）日向スキー場の元旦休業の試行について

令和７年１月１日を試行的に休業とします。

会計年度職員の働き方改革の一環として、年末年始の一部に休養期間を設けること

で、より良い労働環境を整えていきます。


